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第２章 飯能市の環境の現状

１ 市の概況

（１）地域の概況 

  本市は埼玉県の南西部に位置し、東は狭山市と入間市、南は東京都青梅市と奥多摩町、

西は秩父市と横瀬町、北はときがわ町、越生町、毛呂山町、日高市に接しています。ま

た、都心から約 50ｋｍ圏内に位置し、奥武蔵の豊かな自然に恵まれ、古くから「西川

材」で知られる杉や檜の産地として繁栄してきました。 

 市域は 193.18km2 であり、西の秩父山脈に向かって東西に長く、地形は山地、丘陵

地、台地に分けられます。北西部は山地で、市域の約 76％を森林が占めています。南

東部は丘陵地及び台地で、北の高麗丘陵と南の加治丘陵の間の台地部分に市街地が発達

しています。さらに、一級河川である入間川、高麗川が西部山地から東部台地へと流れ

ています。  

気候は、太平洋側の内陸型気候ですが、山間部は季節による気温の変化が激しく、降

水量は埼玉県内でも多い地域となっています。

飯能市の位置図
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（２）人口・世帯数の推移 

本市の人口は、平成 24 年１月１日現在で 82,422 人、世帯数は 33,099 世帯とな

っています。平成 17 年に名栗村と合併し、世帯数は増加しましたが、人口は平成 17

年から減少傾向となっており、平成 17 年と比較すると、世帯数で 1,963 世帯の増加、

人口で 2,560 人の減少となっています。 

１世帯当たりの人員は平成 17 年の 2.73 人から平成 24 年では 2.49 人と約 0.24

人減少しています。 

また、地区別人口を見ると、飯能地区、精明地区、加治地区で総人口の約８割を占め

ています。 

※資料：統計はんのう（各年 1 月 1 日現在の住民基本台帳及び外国人登録） 
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（３）土地利用状況 

本市の土地利用は、市域の４分の３を占める森林が、市域北西部の秩父山地一帯に広

がり、まとまった農地は精明地区東部に多く、市街地は飯能、東飯能両駅を中心に形成

しています。 

  

土地利用構想図 

※資料：第４次飯能市総合振興計画 
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（４）産業の状況 

本市の産業別従業者の割合（平成 22 年）は、第３次産業が 71.1％と最も多く、次

いで第２次産業が 27.8％、第１次産業が 1.1％となっています。産業別従業者数は、第

１次産業及び第２次産業が減少し、第３次産業が増加しています。特に、第１次産業は、

昭和 60 年から平成 22 年にかけて 1,270 人から 398 人へと減少しています。

  

※資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

※資料：国勢調査（10 月１日現在）  

産業別従業者の割合 
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（５）交通の状況 

自動車の保有台数は、普通自動車（軽自動車以外）がやや減少傾向にあります。一方、

軽自動車は増加しており、平成 23 年は平成 17 年に比べ 3,690 台の増加となってい

ます。 

     

※資料：統計はんのう（各年３月 31 日現在）
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２ 地球環境

（１）ごみ排出の状況 

ごみ排出量は、平成 17 年度から減少傾向にあり、平成 23 年度の総排出量は 24,089t

となっています。平成 17 年度と平成 23 年度を比較すると、可燃ごみは 3,681t、不

燃ごみは 51t、粗大ごみは 31t、資源ごみは 139t の減少となっています。 

１人１日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）は、平成 18 年度をピークに減少傾

向にあり、平成 23 年度は 704g/人・日となっています。 

また、資源化率は近年やや減少傾向にありますが、平成 23 年では、平成 17 年度と

比較すると 3.7 ポイント上昇しています。 

  

※資料：クリーンセンター・廃棄物対策課
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（２）エネルギー等使用の状況 

平成 23 年度に実施した「飯能市環境基本計画の策定に向けた市民アンケート」によ

ると、５年前と比較したエネルギー等使用の状況では、「減った」と回答した方が最も多

かった項目は「電気使用量」で、半数近い 48.2％の回答を得ており、続いて「ごみの

排出量」の 38.3％となっています。一方、「増えた」と回答した方が最も多かった項目

は「自家用車の走行距離」の 16.1％となっています。 

クリーンセンター 

５年前と比較したエネルギー等使用の状況 

（市民アンケート結果） 
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３ 自然環境

（１）森林面積の推移 

本市の森林面積は、平成 19 年から平成 20 年にかけ、やや減少しましたが、その後

は一定となっています。

  

※資料：「森林・林業と統計」（埼玉県農林部森づくり課） 

（２）林家の状況 

林家数は減少傾向が続き、平成 22 年は平成 12 年に比べ 45 戸減少しています。 

※資料：農林業センサス（各年 10 月１日現在） 
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（３）農地の状況 

経営耕地面積は減少傾向が続き、平成 22 年は平成 12 年に比べ 98ha 減少していま

す。 

  

※資料：埼玉県統計年鑑 

（４）農家の状況 

農家数は減少傾向が続き、平成 22 年は平成 12 年に比べ 116 戸減少しています。 

※資料：埼玉県統計年鑑 
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（５）河川の状況 

本市は、市民の貴重な水源となっている入間川、高麗川、成木川、中藤川や南小畔川

などの河川があります。 

これらの河川は、古くから市民の生活に深く関わっており、森林と並んで本市のシン

ボル的存在であり、カワセミやカジカ、トンボ、ホタルなどの生物の生息空間も有して

います。また、市民が憩うレクリエーションの場にもなっています。 

豊かな自然を育み、人々の憩いの場となっている河川を守るために、生物の生息・生

育環境に配慮した河川の整備を推進するとともに、市民への意識啓発や、市民、事業者

及び市が一体となった保全活動を進めています。 

市内の主な河川 
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４ 生活環境

（１）大気の状況 

埼玉県大気汚染常時監視測定局（飯能局：飯能県土整備事務所）における大気汚染物

質の測定結果は、光化学オキシダント＊に環境基準＊の超過があります。 

また、光化学スモッグ＊注意報発令日数は、平成 19 年度が 21 日と最も多くなってお

り、それ以降は 10 日前後で推移しています。 

  

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書 

【用語解説】 

光化学オキシダント 光化学スモッグの原因となる有害な酸化性物質のこと。工場や自動車の排気ガスなどに含まれる大気

中の窒素酸化物や炭化水素が、太陽光線（紫外線）によって光化学反応を起こして生成する。 

環境基準      環境基本法に基づき、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、

それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として

定められている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定められている。 

光化学スモッグ   光化学オキシダントの濃度が高くなり、白くもやがかかったようになった状態のこと。眼や喉等の粘

膜に健康被害を及ぼすほか、植物への悪影響をもたらす。 

浮遊粒子状物質   ばいじん、粉じんなどの大気中の粒子状物質のうち、粒径 10μm 以下のものをいう。人の呼吸器に

（ＳＰＭ）     沈着し、健康を害するおそれがあるため、環境基準が設定されている。工場等の事業活動や自動車の

走行に伴い発生するほか、風による巻き上げなどの自然現象によるものもある。 
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※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書
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（２）水質の状況 

本市では、入間川をはじめ市内の代表的な河川において、ｐＨ＊（水素イオン濃度）、

ＢＯＤ＊（生物化学的酸素要求量）、ＤＯ＊（溶存酸素量）、ＳＳ＊（浮遊物質量）、大腸菌

群数＊の５項目について、継続的に水質調査を実施しています。 

河川類型が指定されている入間川、高麗川、成木川ではｐＨ、ＢＯＤ、ＤＯ、ＳＳの

４項目について環境基準＊を達成していますが、大腸菌群数については環境基準を大きく

上回っています。また、河川類型は指定されていませんが、入間川の支流である中藤川

においても、同様の結果となっています。藤田堀や南小畔川においては、ＢＯＤは入間

川などよりも高い値を示していますが、近年、水質改善の傾向がみられています。 

市内主要河川の水質調査結果 

※ＢＯＤは 0.5 未満を 0.5、ＳＳは 1 未満を 1 と表示しています。 

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書 

※生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

【用語解説】 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

ＤＯ（溶存酸素量） 

ｐＨ（水素イオン濃度） 

ＳＳ（浮遊物質量） 

大腸菌群数 

水中の有機物を微生物が分解する際に消費される酸素の量のことで、水質汚濁を判定す

るための指標の一つ。ＢＯＤの値が大きいほど汚濁の程度が高い。 

水中に溶解している酸素の量のことで、水質汚濁を判定するための指標の一つ。一般に

水質汚濁が進んでいる場合には、微生物により有機汚濁物質が分解されるため、ＤＯが

減少する。 

酸性又はアルカリ性の度合いを示す指標。ｐＨ７が中性であり、７より小さくなると酸

性、７より大きくなるとアルカリ性を示す。 

水中に浮遊している直径 2mm 以下の物質の量のこと。ＳＳの値が大きいほど水の濁り

が多いことを示し、透明度の低下のほか生態系への影響が指摘されている。 

大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のこと。水質の環境基準の一つとして、水

の汚濁、特に人畜の排泄物などによる汚染の程度を判定するための指標として用いられ

ている。

pH
BOD
(mg/l)

DO
(mg/l)

SS
(mg/l)

大腸菌群数
（MPN/100ml）

pH
BOD
(mg/l)

DO
(mg/l)

SS
(mg/l)

大腸菌群数
（MPN/100ml）

平成17年度 8.1 0.6 11.2 1.3 4,600 8.3 0.6 11.8 1.0 9,600
平成18年度 8.0 0.6 10.9 1.5 7,600 8.0 0.6 11.4 1.0 18,400

平成19年度 8.2 0.5 11.6 1.0 7,200 8.3 0.6 11.8 1.0 19,000

平成20年度 8.2 0.5 11.6 1.0 3,800 8.1 0.5 11.8 1.0 3,000

平成21年度 8.1 0.6 11.4 1.0 5,900 8.3 0.7 12.0 1.0 5,000

平成22年度 8.1 0.5 11.1 1.0 4,800 8.0 0.6 11.8 1.0 6,000

平成23年度 8.0 0.5 11.0 2.0 3,100 7.9 0.6 11.1 1.0 11,000

pH
BOD
(mg/l)

DO
(mg/l)

SS
(mg/l)

大腸菌群数
（MPN/100ml）

pH
BOD
(mg/l)

DO
(mg/l)

SS
(mg/l)

大腸菌群数
（MPN/100ml）

平成17年度 8.1 0.7 11.2 1.0 51,000 8.0 0.8 11.4 1.0 10,000
平成18年度 7.9 0.7 10.8 1.0 17,000 7.9 0.7 10.6 1.0 6,000

平成19年度 8.2 0.6 11.6 1.0 11,000 8.0 0.7 11.4 1.0 10,000

平成20年度 8.1 0.6 11.5 1.0 10,000 8.0 0.6 11.4 1.0 7,000

平成21年度 8.0 0.6 11.2 1.0 19,000 8.0 0.7 11.5 1.0 5,000

平成22年度 8.0 0.6 11.1 1.0 11,000 7.9 0.7 11.6 1.0 3,000

平成23年度 7.9 0.6 10.9 1.0 7,000 7.8 0.6 10.8 1.0 6,000

類型　：　A

東吾野橋下（高麗川）

類型　：　－

一ノ瀬橋下（中藤川）

類型　：　A

清川橋下（成木川）

割岩橋下（入間川）

類型　：　A

ｐＨ(水素イオン濃度）

類型：A 6.5以上8.5以下 1000MPN/100ml以下25mg/l以下

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

2mg/l以下

ＤＯ（溶存酸素量）

7.5mg/l以上
大腸菌群数ＳＳ（浮遊物質量）
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（３）自動車騒音・振動の状況   

・自動車騒音 

自動車騒音については、一部環境基準＊を上回っている箇所がありますが、全ての測

定箇所において要請限度＊を下回っています。

自動車交通騒音の測定結果 

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書 

・自動車振動 

自動車振動については、全ての測定箇所において、昼間、夜間ともに要請限度を下

回っています。 

自動車振動の測定結果 

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書 

【用語解説】 

要請限度 自動車による騒音・振動がその限度を超えていることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認

められるときに、市町村長が都道府県公安委員会に道路交通法の規定による措置を執るよう要請する限度。

(db）

路線名 測定箇所 昼・夜 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 環境基準 要請限度

昼間 71 71 71 68 69 69 67 70 75
夜間 69 69 69 66 67 67 67 65 70
昼間 69 69 69 68 67 67 65 70 75
夜間 62 62 62 61 60 59 58 65 70
昼間 65 67 67 67 68 67 67 70 75
夜間 60 65 65 64 64 64 64 65 70
昼間 69 70 69 69 69 69 68 70 75
夜間 67 67 66 65 66 66 64 65 70
昼間 68 68 68 68 69 68 67 70 75
夜間 65 65 64 64 65 64 63 65 70
昼間 - - - - - - 71 70 75
夜間 - - - - - - 69 65 70
昼間 70 70 69 69 69 69 69 70 75
夜間 66 66 65 66 65 65 64 65 70
昼間 70 70 69 68 70 69 69 70 75
夜間 64 63 63 62 64 63 63 65 70
昼間 69 69 68 68 68 69 67 70 75
夜間 67 66 65 65 65 66 65 65 70

昼間 - - 66 66 67 66 66 70 75

夜間 - - 62 61 62 62 62 65 70
飯能

市道第1地区
第2870-1号線
（都市計画道路川寺上野線）

国道299号 井上

県道富岡入間線 阿須

県道飯能寄居線
下加治バイパス

下加治

県道飯能名栗線 永田

国道299号 八幡町

県道二本木飯能線 川寺

県道馬引沢飯能線 双柳

双柳国道299号

青木国道299号バイパス

（db）

路線名 測定箇所 昼・夜 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 要請限度

昼間 40 － － － － － － 65
夜間 36 － － － － － － 60
昼間 30 － － － － － － 65
夜間 ＜30 － － － － － － 60
昼間 － 35 36 36 － － － 70
夜間 － 32 33 32 － － － 65
昼間 － － － － 40 40 37 65
夜間 － － － － 32 33 31 60
昼間 － 42 43 43 － － － 65
夜間 － 37 36 36 － － － 60
昼間 44 － － － － － － 70
夜間 39 － － － － － － 65
昼間 － － － － 40 37 38 70
夜間 － － － － 33 34 34 65
昼間 － 33 34 37 － － － 65
夜間 － 31 32 33 － － － 60

昼間 － － － － 38 40 40 65

夜間 － － － － 34 34 34 60
飯能

市道第1地区
第2870-1号線
（都市計画道路川寺上野線）

県道二本木飯能線 川寺

県道馬引沢飯能線 双柳

青木国道299号バイパス

国道299号 八幡町

県道飯能名栗線 永田

県道飯能寄居線
下加治バイパス

下加治

県道富岡入間線 阿須

国道299号 双柳
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（４）有害化学物質（ダイオキシン類＊）の状況  

本市では、大気と土壌についてダイオキシン類濃度を測定し、継続的な監視を実施し

ており、全ての測定地点において大気、土壌ともに環境基準＊を達成して良好な状況を保

っています。 

    

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書

【用語解説】 

ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）、コプラナー

ポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）の総称で、主に廃棄物の焼却や塩素系農薬の製造過程等

で非意図的に生成される。発がん性や胎児に奇形を生じさせるような性質等をもつといわれてい

る。 

ダイオキシン類（土壌調査）濃度 

ダイオキシン類（大気調査）濃度の推移 

環境基準：0.6pg-TEQ/m3

環境基準：1000pg-TEQ/g

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

(pg-TEQ/m3)

飯能市役所

精明公民館

加治東公民館

美杉台小学校

南高麗中学校

吾野中学校

東吾野公民館

原市場中学校

名栗庁舎

(pg-TEQ/g）

箇所別 測定値 年度 箇所別 測定値 年度

飯能第一中学校 0.97 平成20年度 精明小学校0.97 平成20年度 精明小学校0.97 平成20年度 精明小学校 2.4 平成22年度

飯能西中学校 0.028 平成20年度 加治小学校0.028 平成20年度 加治小学校0.028 平成20年度 加治小学校0.028 平成20年度 加治小学校 0.35 平成22年度

加治東小学校 1.2 平成20年度 第二区保育所1.2 平成20年度 第二区保育所1.2 平成20年度 第二区保育所1.2 平成20年度 第二区保育所 2.4 平成22年度

南高麗小学校 3.4 平成20年度 南高麗中学校3.4 平成20年度 南高麗中学校3.4 平成20年度 南高麗中学校3.4 平成20年度 南高麗中学校 3.7 平成22年度

吾野小学校 0.076 平成20年度 名栗あすなろ会館 0.67 平成22年度0.076 平成20年度 名栗あすなろ会館 0.67 平成22年度0.076 平成20年度 名栗あすなろ会館 0.67 平成22年度0.076 平成20年度 名栗あすなろ会館 0.67 平成22年度

富士見小学校 1.6 平成21年度 飯能第一小学校1.6 平成21年度 飯能第一小学校1.6 平成21年度 飯能第一小学校1.6 平成21年度 飯能第一小学校 0.08 平成23年度

西川小学校 0.53 平成21年度 双柳小学校0.53 平成21年度 双柳小学校0.53 平成21年度 双柳小学校0.53 平成21年度 双柳小学校 1.4 平成23年度

原市場小学校 0.18 平成21年度 美杉台小学校0.18 平成21年度 美杉台小学校0.18 平成21年度 美杉台小学校0.18 平成21年度 美杉台小学校 0.11 平成23年度

加治中学校 1.8 平成21年度 東吾野小学校1.8 平成21年度 東吾野小学校1.8 平成21年度 東吾野小学校1.8 平成21年度 東吾野小学校 0.038 平成23年度

名栗中学校 0.23 平成21年度 原市場中学校0.23 平成21年度 原市場中学校0.23 平成21年度 原市場中学校0.23 平成21年度 原市場中学校 0.74 平成23年度
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（５）空間放射線量の状況 

本市では、市内全域を把握できるよう市内 10 地点の測定場所を定め、空間放射線量

を測定しました。 

測定値を基にして年間換算値を算出したところ、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）

による一般の人の平常時の放射線量の限度（自然放射線等を除く）である年間１mSv を

全ての地点で下回っています。 

※資料：環境緑水課（測定箇所は地上 100cm） 

公共施設における空間放射線量測定結果 

平成23年6月 平成23年8月 平成23年9月 平成23年6月 平成23年8月 平成23年9月

八幡保育所 0.08 0.07 0.09 0.42 0.37 0.47

大東幼稚園 0.08 0.08 0.07 0.42 0.42 0.37

わかば幼稚園 0.08 0.08 0.07 0.42 0.42 0.37

白鳥保育園 0.08 0.07 0.08 0.42 0.37 0.42

美杉台小学校 0.08 0.07 0.08 0.42 0.37 0.42

南高麗小学校 0.09 0.09 0.07 0.47 0.47 0.37

吾野中学校 0.07 0.07 0.06 0.37 0.37 0.32

東吾野保育所 0.07 0.07 0.07 0.37 0.37 0.37

原市場小学校 0.08 0.06 0.08 0.42 0.32 0.42

名栗小学校 0.08 0.06 0.07 0.42 0.32 0.37

測定値（µSv/h） 年間換算値（mSv/y）
測定地点

（1mSv＝1000µSv）
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（６）公共下水道の状況 

公共下水道の処理区域面積は拡大しており、平成 23 年度における公共下水道普及率

は 63.9％となっています。

  

※資料：統計はんのう

（７）公園・緑地の状況 

市内の公園・緑地の供用面積は、平成 21 年度まではほぼ横ばいですが、平成 22 年

度、平成 23 年度は平成 21 年度に比べ約 15ha 増加し、80.39ha となっています。

なお、10 年前の平成 13 年度の 44.44ha と比較すると、約２倍の面積となっていま

す。 

※資料：飯能市環境基本計画 年次報告書 

829.9 834.2 849.2 854.8 856.7 887.0
960.0

59.3% 60.2% 61.0% 61.7% 62.7% 63.6% 63.9%

0%

20%

40%

60%

80%

0

300

600

900

1,200

1,500

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（ha）

処理区域面積 普及率

公共下水道処理区域面積と普及率の推移 

62.64 64.79 65.07

80.39 80.39

0

20

40

60

80

100

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（ha）

市内の公園・緑地供用面積の推移 
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（８）環境に関する相談の状況 

市に寄せられた環境に関する相談は、平成 18 年度をピークに減少していましたが、

平成 22 年度は再び 285 件と増加しました。主な相談としては、「大気」として分類し

ている野外焼却や「雑草」として分類している空き地の適正管理、犬・猫等の飼育に関

する事項が多くなっています。

  

  

※同じ原因に対する相談は１件としています。 

※資料：環境緑水課 

0

30

60

90

120

150

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（件）

大気 悪臭 水質汚濁 振動 騒音

雑草 害虫 犬・猫 その他

市に寄せられた相談件数の内訳 

232

345

249
227

194

285

216

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（件）
市に寄せられた相談件数の推移 



-28- -29-

第２章 飯能市の環境の現状 

（９）不法投棄物回収量の状況 

不法投棄物の回収量は、平成 17 年度から平成 20 年度までは減少傾向にありました

が、平成 21 年度に前年度に比べ約 20t 増加しました。その後は、再び減少傾向となり、

平成 23 年度は約 40t となっています。

  

※資料：飯能市ごみ処理基本計画

18
11 6 8

18 20 16

27

9

333 4

8 333
33

63

71

51
35

42

31

20

0

20

40

60

80

100

120

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（t/年）

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

不法投棄物回収量の推移
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５ 市民の環境に対する意識や取組

「飯能市環境基本計画の策定に向けた市民アンケート」によると、環境のためにして

いる行動としては、節電やエコドライブ＊に関する項目の回答が多く、省エネルギーへの

関心が高くなっています。 

【用語解説】 

エコドライブ 地球温暖化や大気汚染防止のための自動車の適正な整備と運転方法のこと。急発進や急加速、急ブレー

キを控える、アイドリングストップ、タイヤの空気圧を適正に保つ等があげられる。

77.5%
59.1%

56.5%

54.2%

50.9%

50.3%

49.5%

46.6%

40.7%

19.8%

8.9%

4.9%

2.5%

1.7%

2.8%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80%

家電の節電を心がけている

車の運転は、空ぶかし、急発進等に気をつけるなど

環境に配慮した運転をしている

ごみの持ち帰りや水を汚さないなど、

自然を汚さず水辺の保全に努めている

庭木や生け垣、プランターなど自宅の緑化に努めている

食器は残り物を取り除いてから洗い、

洗剤は環境にやさしい製品を適量使っている

節水や水の有効利用に努めている

家電などを購入するときは

省エネルギー型の製品を選ぶようにしている

地域で行われている清掃活動、

美化活動や緑化活動に参加している

ごみの減量化に取り組んでいる

外出時は、徒歩や自転車、公共交通機関の利用により、

自家用車の使用はなるべく控えている

不法投棄など環境を悪化させる

行為について地域で監視している

環境への配慮に取り組んでいるお店などを、

積極的に利用している

森林ボランティアなど、森林の維持管理活動に参加している

自然観察会などに参加している

その他

無回答

日常生活の中で環境のためにしている行動 

（市民アンケート結果） 
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地域や地球環境の保全のための意識では、「賛成できる」と回答した方が最も多かった

項目は「公園や道路、川などの美化運動に参加する」が 78.6％、次いで「資源回収の

作業に参加する」が 70.1％となっており、市民活動への参加についての賛成意見が多

くなっています。 

     

地域や地球環境の保全のために賛成できること 

（市民アンケート結果） 

37.2%

63.9%

61.7%

41.7%

60.3%

63.3%

34.1%

70.1%

57.2%

78.6%

55.6%

31.3%

32.9%

53.0%

34.1%

31.3%

59.8%

24.8%

37.9%

16.6%

7.2%

4.8%

5.4%

5.2%

5.5%

5.4%

6.1%

5.1%

4.9%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自動車の利用に対して規制を行う

スーパーのレジ袋を有料にしたり、

使用を禁止する

トイレットペーパーは、

再生紙以外の製造を認めない

値段が多少高くなっても

環境にやさしい製品の製造しか認めない

自宅に太陽光発電などを設置する

みどりを保全するため、

環境基金などに寄付をする

ごみ処理等の財源を確保するため、

環境税を導入する

資源回収の作業に参加する

山林を保全するため、

下草刈りなどの作業に参加する

公園や道路、川などの

美化運動に参加する

賛成できる 賛成できない 無回答
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ごみの減量化にあたり重要だと思う取組については、「過剰包装を断る」と回答した方

が最も多く、72.0％の方がこの項目を選んでいます。次いで「買い物にはレジ袋の代わ

りに『マイバッグ』を持参する」となっており、ごみを出さない取組について回答が多

くなっています。 

72.0%

70.5%

60.8%

56.6%

42.8%

38.5%

38.0%

36.8%

34.7%

23.8%

17.6%

2.0%

2.5%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80%

過剰包装を断る

買い物にはレジ袋の代わりに

「マイバッグ」を持参する

乾電池やトレーなどの

店頭回収に協力する

ごみの分別排出を徹底する

生ごみを堆肥化し、再利用する

市民や事業者に対し、

３Ｒ活動などの啓発やＰＲを行う

不要になった衣類などを再利用する

再生紙などのリサイクル商品やエコマークが

付いている商品を積極的に購入する

生ごみの水切りを徹底する

再利用のためのフリーマーケットを開催する

廃棄物処理施設の見学会等を行う

わからない

その他

無回答

ごみの減量化にあたり重要だと思うこと 

（市民アンケート結果） 




